






■平成 31年 4月の下水道使用料の基本水量及び従量区分の変更（1か月当たり・税抜） 

 

種別 旧 新 

区分 料率 区分 料率 

一般汚水（公衆
浴場汚水、井戸
汚水（家事用）を
除くその他の汚
水） 

10 立方メートル以下の分 基本使用料 350 円 8 立方メートル以下の分 基本使用料 350 円 

11 立方メートル以上 20 立方メ
ートル以下の分 

１立方メートル当たり 70 円 9 立方メートル以上 20 立方メートル以
下の分 

１立方メートル当たり 70 円 

21 立方メートル以上 50 立方メ
ートル以下の分 

１立方メートル当たり 105 円 

21 立方メートル以上 30 立方メートル
以下の分 

１立方メートル当たり 105 円 

31 立方メートル以上 50 立方メートル
以下の分 

１立方メートル当たり 120 円 

51 立方メートル以上 100 立方
メートル以下の分 

１立方メートル当たり 135 円 51 立方メートル以上 100 立方メートル
以下の分 

１立方メートル当たり 135 円 

101 立方メートル以上 200 立
方メートル以下の分 

１立方メートル当たり 170 円 101 立方メートル以上 200 立方メート
ル以下の分 

１立方メートル当たり 170 円 

201 立方メートル以上 500 立
方メートル以下の分 

１立方メートル当たり 210 円 201 立方メートル以上 500 立方メート
ル以下の分 

１立方メートル当たり 210 円 

501 立方メートル以上 1,000 立
方メートル以下の分 

１立方メートル当たり 250 円 501 立方メートル以上 1,000 立方メー
トル以下の分 

１立方メートル当たり 250 円 

1,001 立方メートル以上の分 １立方メートル当たり 290 円 1,001 立方メートル以上の分 １立方メートル当たり 290 円 

公衆浴場汚水
（温泉、むしぶろ
その他の特殊浴
場を除く。） 

   １立方メートル当たり 13 円  １立方メートル当たり 13 円 

井戸汚水（家事
用） 

１世帯当たり 700 円 １世帯当たり 700 円 

別紙 


